
特許・実案・意匠・商標登録の概略費用 
 

 

出願中及び権利維持中の標準料金概算表  （印紙代、実費、手数料、消費税 含む） 

 

 特 許（発明） 実 用 新 案 意   匠 商   標 

出 願 時 ３１万～ ３６万  ２７万～ ３５万

 

＋登録料 

 ３万～ ４万 

１４万～１６万   8.5 万～１５万 

審査請求 

（約１.５年後） １９万～ ２１万 

技術評価請求 

5.6 万～ ７万 

  

中間手続 

（約２.５年後） １２万～ １５万  ７万～ ９万 ７万～８万 

登 録 後 

（約４.５年後） 1３万～１５万 

 

 

１０万～１１万 12.5 万～14.5 万

小  計 ７５万～８７万 35.6 万～ ４６万 ３１万～３６万 ２８万～37.5 万 

年金  ４年目 ２万～ ３万 3.5 万～  ４万  ３万～ 3.5 万 

    ５年目 ２万～ ３万 3.5 万～  ４万  ３万～ 3.5 万 

    ６年目 ２万～ ３万 3.5 万～  ４万  ３万～ 3.5 万 

    ７年目 ４万～ ６万  ３万～ 3.5 万 

    ８年目 ４万～ ６万  ３万～ 3.5 万 

    ９年目 ４万～ ６万  ３万～ 3.5 万 

   １０年目 10.5 万～１１万  ３万～ 3.5 万 

   １１年目 10.5 万～１１万  ５万～ 5.5 万 

   １２年目 10.5 万～１１万  ５万～ 5.5 万 

   １３年目 10.5 万～１１万  ５万～ 5.5 万 

   １４年目 10.5 万～１１万  ５万～ 5.5 万 

   １５年目 10.5 万～１１万  ５万～ 5.5 万 

   １６年目 10.5 万～１１万 

   １７年目 10.5 万～１１万 

   １８年目 10.5 万～１１万 

   １９年目 10.5 万～１１万 

   ２０年目 10.5 万～１１万 

 

 

更新時 ２１万 

小  計 133.5 万～148 万 10.5 万～１２万 ４６万～５２万 ２１万 

合  計 208.5 万～235 万 46.1 万～５８万 ７７万～８８万 ４９万～58.5 万

 

＊上記金額は平成１６年４月１日改定分です。 

＊実用新案については、出願時に登録料第１～３年分を同時に納付します。 

＊商標については、登録料、更新登録料の分割納付が可能です。 

＊上記金額は内容により変動する場合があります。尚、年金不納の場合、権利は以降消滅します。 

＊期間表示は、出願時点を起算日とする概略日です。 
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